
対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの
操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺など
の処置および神経ブロックは除きます。

手術の種類 手術の種類
§ 皮膚・乳房の手術
１ 植皮術（２５cm２未満は除く。）
２ 乳房切断術

５１卵管・卵巣観血手術（経腟的操作は除く。）
５２その他の卵管・卵巣手術

§ 内分泌器の手術
５３下垂体腫瘍摘除術
５４甲状腺手術
５５副腎全摘除術

§ 筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３ 骨移植術
４ 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５ 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６ 鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７ 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉
の処置に伴うものを除く。）

８ 脊椎・骨盤観血手術
９ 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。
筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）

§ 神経の手術
５６頭蓋内観血手術
５７神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減
圧術・開放術・捻除術。）

５８観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９脊髄硬膜内外観血手術

§ 感覚器・視器の手術
６０眼瞼下垂症手術
６１涙小管形成術
６２涙嚢鼻腔吻合術
６３結膜嚢形成術
６４角膜移植術
６５観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６虹彩前後癒着剥離術
６７緑内障観血手術
６８白内障・水晶体観血手術
６９硝子体観血手術
７０網膜剥離症手術
７１レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術
の開始日から６０日の間に１回の給付を限
度とする。）

７２眼球摘除術・組織充填術
７３眼窩腫瘍摘出術
７４眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正
手術および調節異常矯正手術は支払の対
象となりません。

§ 呼吸器・胸部の手術
１４慢性副鼻腔炎根本手術
１５喉頭全摘除術
１６気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７胸郭形成術
１８縦隔腫瘍摘出術

§ 循環器・脾の手術
１９観血的血管形成術（血液透析用外シャン
ト形成術を除く。）

２０静脈瘤根本手術
２１大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開
胸・開腹術を伴うもの。）

２２心膜切開・縫合術
２３直視下心臓内手術
２４体内用ペースメーカー埋込術
２５脾摘除術

§ 消化器の手術
２６耳下腺腫瘍摘出術
２７顎下腺腫瘍摘出術
２８食道離断術
２９胃切除術
３０その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１腹膜炎手術
３２肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３ヘルニア根本手術
３４虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５直腸脱根本手術
３６その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたも
ので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）

§ 感覚器・聴器の手術
７５観血的鼓膜・鼓室形成術
７６乳様洞削開術
７７中耳根本手術
７８内耳観血手術
７９聴神経腫瘍摘出術

§ 悪性新生物の手術
８０悪性新生物根治手術（ファイバースコー
プまたは血管・バスケットカテーテルによ
る手術は除く。）

８１悪性新生物温熱療法（施術の開始日から
６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８２その他の悪性新生物手術（ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテル
による手術は除く。）§ 尿・性器の手術

３８腎移植手術（受容者に限る。）
３９腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的
操作は除く。）

４０尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２陰茎切断術
４３睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４陰嚢水腫根本手術
４５子宮広汎全摘除術
４６子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
４７帝王切開娩出術
４８子宮外妊娠手術
４９子宮脱・腟脱手術
５０その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切
除術・人工妊娠中絶術を除く。）

§ 上記以外の手術
８３上記以外の開頭術
８４上記以外の開胸術
８５上記以外の開腹術
８６衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８７ファイバースコープまたは血管・バスケッ
トカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器
手術（検査・処置は含まない。施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

§ 新生物根治放射線照射
８８新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上
の照射で施術の開始日から６０日の間に１
回の給付を限度とする。）

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

１．がん （１）口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C００～C１４

（２）消化器の悪性新生物 C１５～C２６

（３）呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C３０～C３９

（４）骨および関節軟骨の悪性新生物 C４０～C４１

（５）皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 C４３～C４４

（６）中皮および軟部組織の悪性新生物 C４５～C４９

（７）乳房の悪性新生物 C５０

（８）女性生殖器の悪性新生物 C５１～C５８

（９）腎尿路の悪性新生物 C６４～C６８

（１０）眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 C６９～C７２

（１１）甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C７３～C７５

（１２）部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C７６～C８０

（１３）リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C８１～C９６

（１４）独立した（原発性）多部位の悪性新生物 C９７

（１５）上皮内新生物 D００～D０９

２．甲状腺
の疾患

（１６）良性新生物（D１０～D３６）中の
・甲状腺の良性新生物 D３４

（１７）甲状腺障害（E００～E０７）中の
・ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態
・無症候症ヨード欠乏性甲状腺機能低下症
その他の甲状腺機能低下症（E０３）中の
・薬剤およびその他の外因性物質による甲状腺機能低下症
・感染後甲状腺機能低下症
・甲状腺萎縮（後天性）
・粘液水腫性昏睡
・その他の明示された甲状腺機能低下症
・甲状腺機能低下症、詳細不明
・その他の非中毒性甲状腺腫
・甲状腺中毒症［甲状腺機能亢進症］
・甲状腺炎
その他の甲状腺障害（E０７）中の
・カルシトニンの分泌過剰
・その他の明示された甲状腺障害
・甲状腺障害、詳細不明

E０１
E０２

E０３．２
E０３．３
E０３．４
E０３．５
E０３．８
E０３．９
E０４
E０５
E０６

E０７．０
E０７．８
E０７．９

（１８）その他の内分泌腺障害（E２０～E３５）中の
他に分類される疾患における内分泌腺障害（E３５）中の
・他に分類される疾患における甲状腺障害 E３５．０

（１９）代謝障害（E７０～E９０）中の
治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの（E８９）中の
・治療後甲状腺機能低下症 E８９．０

３．乳房およ
び女性性
器疾患

（２０）乳房の障害 N６０～N６４

（２１）女性骨盤臓器の炎症性疾患 N７０～N７７

（２２）女性生殖器の非炎症性障害（ただし、人工授精に関連す
る合併症（N９８）は除く）

N８０～N９７

（２３）腎尿路生殖器系の処置後障害、他に分類されないもの
（N９９）中の
・（手）術後腟癒着
・子宮切除後腟（壁）脱
・処置後骨盤腹膜癒着
・腎尿路生殖器系のその他の処置後障害

N９９．２
N９９．３
N９９．４
N９９．８

４．妊娠、分
娩および
産じょく
の合併症

（２４）流産に終わった妊娠 O００～O０８

（２５）妊娠、分娩および産じょくにおける浮腫、たんぱく尿お
よび高血圧性障害

O１０～O１６

（２６）主として妊娠に関連するその他の母体障害 O２０～O２９

（２７）胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想さ
れる分娩の諸問題

O３０～O４８

（２８）分娩の合併症 O６０～O７５

（２９）分娩（ただし、単胎自然分娩（O８０）は除く） O８１～O８４

（３０）主として産じょくに関連する合併症 O８５～O９２

（３１）その他の産科的病態、他に分類されないもの（ただし、妊
娠、分娩および産じょくに合併するが他に分類される母
体の感染症および寄生虫症（O９８）は除く）

O９５～O９９

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

５．乳房また
は女性性
器の良性
新生物ま
たは性質
不詳の新
生物

（３２）良性新生物（D１０～D３６）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮のその他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物

D２４
D２５
D２６
D２７
D２８

（３３）性状不詳または不明の新生物（D３７～D４８）中の
・女性生殖器の性状不詳または不明の新生物
・腎尿路の性状不詳または不明の新生物

その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物（D４８）中の
・乳房

D３９
D４１

D４８．６

第５桁性状コード

／２………上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性

／３………悪性、原発部位
／６………悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９………悪性、原発部位又は転移部位の不詳

ご契約のしおり抜粋

１．主な保険用語のご説明
・主契約……………普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
・特約………………主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込

方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で
主契約に付加するもののことをいいます。

・保険契約者………当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利（契約内
容変更請求権など）と義務（保険料支払義務など）をもつ
人のことをいいます。

・被保険者…………保険の対象とされる人のことをいいます。
・給付金・一時金…被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いす

るお金のことをいいます。
・受取人……………給付金等を受け取る人のことをいいます。
・保険料……………保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のこと

をいいます。
・契約日……………通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、

契約年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の
払込方法（経路）によっては契約日と責任開始日が異なる
ことがあります。

・契約年齢…………契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社で
は満年齢で計算します。

・解約払戻金………保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻され
るお金のことをいいます。
※この保険は解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算
しています。

２．特に注意していただきたいことがら
■お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について
�申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて１５日以内であ
れば、お申込みの撤回または保険契約の解除（以下「お申込みの撤回等」と
いいます。）をすることができます。
この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息は
おつけしません。
�お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、当社の事務センターあて
に郵送してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、お申込
日、保険種類等を記載し、申込書に押印した契約者印を捺印のうえ、お申込
みの撤回等をする旨記載してください。
※書面の送付先
〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－２２－２０ 立川センタービル
オリックス生命保険株式会社 事務センター

�「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一
部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
�当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠
償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
�お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生
じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申
込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給
付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討く
ださるようお願いいたします。

■当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません
�当社の社員や生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カスタマーサービス
センターの担当者を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（保
障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等）を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。
■告知義務について
�告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴（傷
病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社が
おたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
�告知の方法について
当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご記入く
ださい。
■告知受領権について
�当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店、カスタマーサービスセンター

の担当者を含みます）には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんの
でご注意ください。
■正しく告知しなかった場合のデメリットについて
�告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについ
て、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正
しくないことを告知した場合には、責任開始日（復活日を含みます。以下同
じ。）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解
除することがあります。
・責任開始日から２年経過後でも、給付金等の支払事由または保険料の払込免除
事由が２年以内に生じていた場合には保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告
知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保
険契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行
為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた
事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め
られる場合には、当社は保険契約を解除することができます。
�給付金等をお支払いできないことがあります。
当社が保険契約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じてい
ても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払
込みを免除しません。
ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務
違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、給付金等をお支払い
するか、または保険料の払込みを免除することがあります。
�保険契約が解除された場合、解約の際にお支払いする払戻金があればその金
額を保険契約者にお支払いします。
�告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ
が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」
ことについて故意に告知しなかった場合、入院中に申込み（告知）した場合等、
詐欺による取消の規定により保険契約を取り消し、給付金等をお支払いしま
せん。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込ま
れた保険料は払い戻しません。

■詐欺による取消および不法取得目的による無効について
�つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料
は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺により保険契約の締結
または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に
取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行った場合
■現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお
申込みを検討されている方へ
�現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点につい
て、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あっ
てもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合
があります。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断り
する場合があります。

３．ご契約に際して
�申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記入してください。
記入内容を十分お確かめのうえ、署名・捺印をお願いいたします。
■保障の開始時期（責任開始）について
�保障はつぎの時から開始します。
口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第１回保険料から口座振替
により保険料を払込みいただく場合は、第１回保険料振替日から保険契約
上の責任を開始します。

・月払契約の契約日（契約年齢の基準日）は責任開始日の翌月１日となります。
・第２回以降の保険料は毎月２７日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第１回保険料充当金（第１回保険料を含みます。以下同じとします。）をクレ
ジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが
有効でかつ利用限度内であること等を確認（以下、「有効性等の確認」といい
ます。）できた時に第１回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時（告知前
にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時）から保険契
約上の責任を開始します。
※三大疾病治療一時金特約の責任開始については、「商品概要のご説明」を
ご参照ください。

■保険証券の送付について
�保険証券を送付します。
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることが
らが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込
みの内容と相違しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。
■特別条件付によるお引受けについて
�当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さまの身体の状態すな
わち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしてお
ります。
�以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。

【特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、当社が指定した特定部位について、不担保
期間中に疾病入院給付金、手術給付金、女性入院給付金または先進医療給
付金の支払事由に該当しても、お支払いしません。

４．ご契約後について
■保険料の払込方法について
�保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
�口座振替で払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に
開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に
振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべ
ての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】
翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は２か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
�クレジットカードにより払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じ
て、当社に保険料が払い込まれます。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者に
その旨通知しますので、保険料の払込方法（経路）の変更手続きを行っ
てください。

�保険料の払込方法の変更について
払込方法（経路）、回数（年払、半年払、月払）、振替口座または金融機関の
変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申
し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経
て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ
払い込んでください。
�保険料の前納について
契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいた
だくことを、保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
�保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法（回数）が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込
みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等＊１により、保険料の
払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料＊２のうち、保険料の払込みが不要となった日の
翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する
保険料期間＊３の末日までの月数に対応する保険料相当額
＊１保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。

＊２保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に

限ります。

＊３保険料期間とは、保険料の払込方法（回数）に応じて、それぞれの応当日からその翌応当

日の前日までの期間をいいます。

�保険契約者の変更について
法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。

手術特約（２００７）第２５条 対象となる手術

別表８ 対象となる女性特定疾病
�．対象となる女性特定疾病とは、平成１７年１０月７日総務省告示第１１４７号に基
づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD－１０ ２００３年版準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コー
ドに規定される内容によるものをいいます。

�．上記�において「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、厚生労働省
大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状
を表す第５桁コードが下記のものとします。

（注１）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記�に掲
げる疾病以外に新たに「がん」、「甲状腺の疾患」、「乳房および女性性
器疾患」、「妊娠、分娩および産じょくの合併症」または「乳房または
女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物」に分類された疾病が
あるときには、その疾病を対象となる女性特定疾病に含めます。

（注２）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学
第３版」において、新たな分類が施行された場合で、あらたに新生物
の性状を表す第５桁性状コードが悪性または上皮内新生物に分類され
た疾病があるときには、その疾病を対象となるがんに含めます。

お客さまへ
これは、保険契約にともなう大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」の抜粋ですので、必ずご一読ください。お申込みを受付けた後に、「ご契約の
しおり／約款」をお送りしますので、再度ご確認ください。お申付けいただければ事前にお送りします。また、当社のホームページ（http://www.orix.co.
jp/ins/）でも掲載しておりますので、ご確認ください。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問合せは オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部まで

� 0120-679-816 受付時間／９：００～２１：００（土曜日は１８：００まで 日曜日・祝日は休み）

お客さまの個人情報の取扱いについて

プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客さまの個
人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等
を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取扱
い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。

１．個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきま
す。なお、この利用目的の範囲を超えて取扱う場合、およびお客さまの個人
情報を第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同
意を頂いた上で行います。
（１）各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
（２）保険金・給付金等のお支払い
（３）当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、
維持管理

（４）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
（５）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
（６）その他保険に関連・付随する業務

２．個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報（氏
名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等）を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービ
スに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて
入手する方法があります。

３．個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つ
よう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏
えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱い
に関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。

４．個人情報の外部への提供
当社は、つぎの場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供し
ません。
（１）お客さまの同意を得ている場合
（２）法令に基づく場合
（３）お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
（４）上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委
託先等に提供する場合

（５）保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
（６）その他の正当な理由がある場合

５．個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業
務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さま
ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

【お問合せ窓口】
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各
種お問合わせは、下記窓口にて承っております。

オリックス生命保険株式会社
個人情報お問合せ窓口
TEL：０４２－５４８－５５７５（９：００～１７：００）
土日祝日、年末年始の休業日を除く

※このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店およ
び従業者等の個人情報を対象としていません。
※上記のグループ会社については、当社のホームページ
（http://www.orix.co.jp/ins/）でご確認いただくか、個人情報お問合せ窓
口へお問合せください。

機微（センシティブ）情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報の利用目的を業務の適
切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微（センシティブ）情報については、限定している目的以外では利用
しません。

再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社と保険契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に
分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約の
引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等お支払いに関する利用のため
に、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほ
か、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、お
よび告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な
個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払
いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」お
よび「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関す
る所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
●お客さまのご契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参
考とさせていただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保
険会社＊および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下「保
険契約等」といいます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしく
は共済金等（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とす
ることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会と
の間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当社の保険契約等
に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
・保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保
険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、
保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
・社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約
等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人
生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等におい
て、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考
とさせていただくために利用されることがあります。

【登録事項】
（１）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・
郡までとします。）

（２）死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額（一括支払
による金額）

（３）入院給付金の種類および日額
（４）契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
（５）取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互
に照会することがあります。
＊「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名
につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.
or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」について
●保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いやご契約の解除等の判
断の参考とすることを目的として、お客さまのご契約内容等を利用させてい
ただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会
社＊、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会お
よび日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といい
ます。）とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断または保
険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取
消もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます。）の参考と
することを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生
命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報
を共同して利用しております。
・保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があ
った場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払
査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団
法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保
険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。相
互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名そ
の他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各
生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等に
よるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、そ
の他の目的のために利用されることはありません。

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係る
ものは除きます。
（１）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします）。
（２）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の
事項は、照会を受けた日から５年以内のものとします）。

（３）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者と
の続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

＊「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟
会社」をご参照ください。

医療保険CURE Lady（キュア・レディ）
無配当 医療保険（２００７）・女性入院特約（２００７）・
手術特約（２００７）・先進医療特約

＜２０１２年４月作成＞

―１― ―２―

ダイレクト事業部
〒１６３‐０９２３ 東京都新宿区西新宿２‐３‐１ 新宿モノリス

―３― ―４― ORIX２０１１‐C‐４９５



対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの
操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺など
の処置および神経ブロックは除きます。

手術の種類 手術の種類
§ 皮膚・乳房の手術
１ 植皮術（２５cm２未満は除く。）
２ 乳房切断術

５１卵管・卵巣観血手術（経腟的操作は除く。）
５２その他の卵管・卵巣手術

§ 内分泌器の手術
５３下垂体腫瘍摘除術
５４甲状腺手術
５５副腎全摘除術

§ 筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３ 骨移植術
４ 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５ 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６ 鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７ 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉
の処置に伴うものを除く。）

８ 脊椎・骨盤観血手術
９ 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。
筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）

§ 神経の手術
５６頭蓋内観血手術
５７神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減
圧術・開放術・捻除術。）

５８観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９脊髄硬膜内外観血手術

§ 感覚器・視器の手術
６０眼瞼下垂症手術
６１涙小管形成術
６２涙嚢鼻腔吻合術
６３結膜嚢形成術
６４角膜移植術
６５観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６虹彩前後癒着剥離術
６７緑内障観血手術
６８白内障・水晶体観血手術
６９硝子体観血手術
７０網膜剥離症手術
７１レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術
の開始日から６０日の間に１回の給付を限
度とする。）

７２眼球摘除術・組織充填術
７３眼窩腫瘍摘出術
７４眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正
手術および調節異常矯正手術は支払の対
象となりません。

§ 呼吸器・胸部の手術
１４慢性副鼻腔炎根本手術
１５喉頭全摘除術
１６気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７胸郭形成術
１８縦隔腫瘍摘出術

§ 循環器・脾の手術
１９観血的血管形成術（血液透析用外シャン
ト形成術を除く。）

２０静脈瘤根本手術
２１大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開
胸・開腹術を伴うもの。）

２２心膜切開・縫合術
２３直視下心臓内手術
２４体内用ペースメーカー埋込術
２５脾摘除術

§ 消化器の手術
２６耳下腺腫瘍摘出術
２７顎下腺腫瘍摘出術
２８食道離断術
２９胃切除術
３０その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１腹膜炎手術
３２肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３ヘルニア根本手術
３４虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５直腸脱根本手術
３６その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたも
ので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）

§ 感覚器・聴器の手術
７５観血的鼓膜・鼓室形成術
７６乳様洞削開術
７７中耳根本手術
７８内耳観血手術
７９聴神経腫瘍摘出術

§ 悪性新生物の手術
８０悪性新生物根治手術（ファイバースコー
プまたは血管・バスケットカテーテルによ
る手術は除く。）

８１悪性新生物温熱療法（施術の開始日から
６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８２その他の悪性新生物手術（ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテル
による手術は除く。）§ 尿・性器の手術

３８腎移植手術（受容者に限る。）
３９腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的
操作は除く。）

４０尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２陰茎切断術
４３睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４陰嚢水腫根本手術
４５子宮広汎全摘除術
４６子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
４７帝王切開娩出術
４８子宮外妊娠手術
４９子宮脱・腟脱手術
５０その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切
除術・人工妊娠中絶術を除く。）

§ 上記以外の手術
８３上記以外の開頭術
８４上記以外の開胸術
８５上記以外の開腹術
８６衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８７ファイバースコープまたは血管・バスケッ
トカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器
手術（検査・処置は含まない。施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

§ 新生物根治放射線照射
８８新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上
の照射で施術の開始日から６０日の間に１
回の給付を限度とする。）

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

１．がん （１）口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C００～C１４

（２）消化器の悪性新生物 C１５～C２６

（３）呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C３０～C３９

（４）骨および関節軟骨の悪性新生物 C４０～C４１

（５）皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 C４３～C４４

（６）中皮および軟部組織の悪性新生物 C４５～C４９

（７）乳房の悪性新生物 C５０

（８）女性生殖器の悪性新生物 C５１～C５８

（９）腎尿路の悪性新生物 C６４～C６８

（１０）眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 C６９～C７２

（１１）甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C７３～C７５

（１２）部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C７６～C８０

（１３）リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C８１～C９６

（１４）独立した（原発性）多部位の悪性新生物 C９７

（１５）上皮内新生物 D００～D０９

２．甲状腺
の疾患

（１６）良性新生物（D１０～D３６）中の
・甲状腺の良性新生物 D３４

（１７）甲状腺障害（E００～E０７）中の
・ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態
・無症候症ヨード欠乏性甲状腺機能低下症
その他の甲状腺機能低下症（E０３）中の
・薬剤およびその他の外因性物質による甲状腺機能低下症
・感染後甲状腺機能低下症
・甲状腺萎縮（後天性）
・粘液水腫性昏睡
・その他の明示された甲状腺機能低下症
・甲状腺機能低下症、詳細不明
・その他の非中毒性甲状腺腫
・甲状腺中毒症［甲状腺機能亢進症］
・甲状腺炎
その他の甲状腺障害（E０７）中の
・カルシトニンの分泌過剰
・その他の明示された甲状腺障害
・甲状腺障害、詳細不明

E０１
E０２

E０３．２
E０３．３
E０３．４
E０３．５
E０３．８
E０３．９
E０４
E０５
E０６

E０７．０
E０７．８
E０７．９

（１８）その他の内分泌腺障害（E２０～E３５）中の
他に分類される疾患における内分泌腺障害（E３５）中の
・他に分類される疾患における甲状腺障害 E３５．０

（１９）代謝障害（E７０～E９０）中の
治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの（E８９）中の
・治療後甲状腺機能低下症 E８９．０

３．乳房およ
び女性性
器疾患

（２０）乳房の障害 N６０～N６４

（２１）女性骨盤臓器の炎症性疾患 N７０～N７７

（２２）女性生殖器の非炎症性障害（ただし、人工授精に関連す
る合併症（N９８）は除く）

N８０～N９７

（２３）腎尿路生殖器系の処置後障害、他に分類されないもの
（N９９）中の
・（手）術後腟癒着
・子宮切除後腟（壁）脱
・処置後骨盤腹膜癒着
・腎尿路生殖器系のその他の処置後障害

N９９．２
N９９．３
N９９．４
N９９．８

４．妊娠、分
娩および
産じょく
の合併症

（２４）流産に終わった妊娠 O００～O０８

（２５）妊娠、分娩および産じょくにおける浮腫、たんぱく尿お
よび高血圧性障害

O１０～O１６

（２６）主として妊娠に関連するその他の母体障害 O２０～O２９

（２７）胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想さ
れる分娩の諸問題

O３０～O４８

（２８）分娩の合併症 O６０～O７５

（２９）分娩（ただし、単胎自然分娩（O８０）は除く） O８１～O８４

（３０）主として産じょくに関連する合併症 O８５～O９２

（３１）その他の産科的病態、他に分類されないもの（ただし、妊
娠、分娩および産じょくに合併するが他に分類される母
体の感染症および寄生虫症（O９８）は除く）

O９５～O９９

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

５．乳房また
は女性性
器の良性
新生物ま
たは性質
不詳の新
生物

（３２）良性新生物（D１０～D３６）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮のその他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物

D２４
D２５
D２６
D２７
D２８

（３３）性状不詳または不明の新生物（D３７～D４８）中の
・女性生殖器の性状不詳または不明の新生物
・腎尿路の性状不詳または不明の新生物

その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物（D４８）中の
・乳房

D３９
D４１

D４８．６

第５桁性状コード

／２………上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性

／３………悪性、原発部位
／６………悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９………悪性、原発部位又は転移部位の不詳

ご契約のしおり抜粋

１．主な保険用語のご説明
・主契約……………普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
・特約………………主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込

方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で
主契約に付加するもののことをいいます。

・保険契約者………当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利（契約内
容変更請求権など）と義務（保険料支払義務など）をもつ
人のことをいいます。

・被保険者…………保険の対象とされる人のことをいいます。
・給付金・一時金…被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いす

るお金のことをいいます。
・受取人……………給付金等を受け取る人のことをいいます。
・保険料……………保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のこと

をいいます。
・契約日……………通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、

契約年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の
払込方法（経路）によっては契約日と責任開始日が異なる
ことがあります。

・契約年齢…………契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社で
は満年齢で計算します。

・解約払戻金………保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻され
るお金のことをいいます。
※この保険は解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算
しています。

２．特に注意していただきたいことがら
■お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について
�申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて１５日以内であ
れば、お申込みの撤回または保険契約の解除（以下「お申込みの撤回等」と
いいます。）をすることができます。
この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息は
おつけしません。
�お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、当社の事務センターあて
に郵送してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、お申込
日、保険種類等を記載し、申込書に押印した契約者印を捺印のうえ、お申込
みの撤回等をする旨記載してください。
※書面の送付先
〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－２２－２０ 立川センタービル
オリックス生命保険株式会社 事務センター

�「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一
部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
�当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠
償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
�お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生
じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申
込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給
付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討く
ださるようお願いいたします。

■当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません
�当社の社員や生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カスタマーサービス
センターの担当者を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（保
障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等）を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。
■告知義務について
�告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴（傷
病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社が
おたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
�告知の方法について
当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご記入く
ださい。
■告知受領権について
�当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店、カスタマーサービスセンター

の担当者を含みます）には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんの
でご注意ください。
■正しく告知しなかった場合のデメリットについて
�告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについ
て、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正
しくないことを告知した場合には、責任開始日（復活日を含みます。以下同
じ。）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解
除することがあります。
・責任開始日から２年経過後でも、給付金等の支払事由または保険料の払込免除
事由が２年以内に生じていた場合には保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告
知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保
険契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行
為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた
事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め
られる場合には、当社は保険契約を解除することができます。
�給付金等をお支払いできないことがあります。
当社が保険契約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じてい
ても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払
込みを免除しません。
ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務
違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、給付金等をお支払い
するか、または保険料の払込みを免除することがあります。
�保険契約が解除された場合、解約の際にお支払いする払戻金があればその金
額を保険契約者にお支払いします。
�告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ
が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」
ことについて故意に告知しなかった場合、入院中に申込み（告知）した場合等、
詐欺による取消の規定により保険契約を取り消し、給付金等をお支払いしま
せん。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込ま
れた保険料は払い戻しません。

■詐欺による取消および不法取得目的による無効について
�つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料
は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺により保険契約の締結
または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に
取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行った場合
■現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお
申込みを検討されている方へ
�現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点につい
て、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あっ
てもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合
があります。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断り
する場合があります。

３．ご契約に際して
�申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記入してください。
記入内容を十分お確かめのうえ、署名・捺印をお願いいたします。
■保障の開始時期（責任開始）について
�保障はつぎの時から開始します。
口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第１回保険料から口座振替
により保険料を払込みいただく場合は、第１回保険料振替日から保険契約
上の責任を開始します。

・月払契約の契約日（契約年齢の基準日）は責任開始日の翌月１日となります。
・第２回以降の保険料は毎月２７日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第１回保険料充当金（第１回保険料を含みます。以下同じとします。）をクレ
ジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが
有効でかつ利用限度内であること等を確認（以下、「有効性等の確認」といい
ます。）できた時に第１回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時（告知前
にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時）から保険契
約上の責任を開始します。
※三大疾病治療一時金特約の責任開始については、「商品概要のご説明」を
ご参照ください。

■保険証券の送付について
�保険証券を送付します。
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることが
らが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込
みの内容と相違しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。
■特別条件付によるお引受けについて
�当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さまの身体の状態すな
わち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしてお
ります。
�以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。

【特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、当社が指定した特定部位について、不担保
期間中に疾病入院給付金、手術給付金、女性入院給付金または先進医療給
付金の支払事由に該当しても、お支払いしません。

４．ご契約後について
■保険料の払込方法について
�保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
�口座振替で払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に
開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に
振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべ
ての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】
翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は２か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
�クレジットカードにより払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じ
て、当社に保険料が払い込まれます。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者に
その旨通知しますので、保険料の払込方法（経路）の変更手続きを行っ
てください。

�保険料の払込方法の変更について
払込方法（経路）、回数（年払、半年払、月払）、振替口座または金融機関の
変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申
し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経
て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ
払い込んでください。
�保険料の前納について
契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいた
だくことを、保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
�保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法（回数）が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込
みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等＊１により、保険料の
払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料＊２のうち、保険料の払込みが不要となった日の
翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する
保険料期間＊３の末日までの月数に対応する保険料相当額
＊１保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。

＊２保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に

限ります。

＊３保険料期間とは、保険料の払込方法（回数）に応じて、それぞれの応当日からその翌応当

日の前日までの期間をいいます。

�保険契約者の変更について
法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。

手術特約（２００７）第２５条 対象となる手術

別表８ 対象となる女性特定疾病
�．対象となる女性特定疾病とは、平成１７年１０月７日総務省告示第１１４７号に基
づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD－１０ ２００３年版準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コー
ドに規定される内容によるものをいいます。

�．上記�において「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、厚生労働省
大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状
を表す第５桁コードが下記のものとします。

（注１）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記�に掲
げる疾病以外に新たに「がん」、「甲状腺の疾患」、「乳房および女性性
器疾患」、「妊娠、分娩および産じょくの合併症」または「乳房または
女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物」に分類された疾病が
あるときには、その疾病を対象となる女性特定疾病に含めます。

（注２）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学
第３版」において、新たな分類が施行された場合で、あらたに新生物
の性状を表す第５桁性状コードが悪性または上皮内新生物に分類され
た疾病があるときには、その疾病を対象となるがんに含めます。

お客さまへ
これは、保険契約にともなう大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」の抜粋ですので、必ずご一読ください。お申込みを受付けた後に、「ご契約の
しおり／約款」をお送りしますので、再度ご確認ください。お申付けいただければ事前にお送りします。また、当社のホームページ（http://www.orix.co.
jp/ins/）でも掲載しておりますので、ご確認ください。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問合せは オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部まで

� 0120-679-816 受付時間／９：００～２１：００（土曜日は１８：００まで 日曜日・祝日は休み）

お客さまの個人情報の取扱いについて

プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客さまの個
人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等
を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取扱
い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。

１．個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきま
す。なお、この利用目的の範囲を超えて取扱う場合、およびお客さまの個人
情報を第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同
意を頂いた上で行います。
（１）各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
（２）保険金・給付金等のお支払い
（３）当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、
維持管理

（４）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
（５）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
（６）その他保険に関連・付随する業務

２．個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報（氏
名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等）を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービ
スに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて
入手する方法があります。

３．個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つ
よう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏
えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱い
に関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。

４．個人情報の外部への提供
当社は、つぎの場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供し
ません。
（１）お客さまの同意を得ている場合
（２）法令に基づく場合
（３）お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
（４）上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委
託先等に提供する場合

（５）保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
（６）その他の正当な理由がある場合

５．個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業
務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さま
ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

【お問合せ窓口】
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各
種お問合わせは、下記窓口にて承っております。

オリックス生命保険株式会社
個人情報お問合せ窓口
TEL：０４２－５４８－５５７５（９：００～１７：００）
土日祝日、年末年始の休業日を除く

※このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店およ
び従業者等の個人情報を対象としていません。
※上記のグループ会社については、当社のホームページ
（http://www.orix.co.jp/ins/）でご確認いただくか、個人情報お問合せ窓
口へお問合せください。

機微（センシティブ）情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報の利用目的を業務の適
切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微（センシティブ）情報については、限定している目的以外では利用
しません。

再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社と保険契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に
分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約の
引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等お支払いに関する利用のため
に、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほ
か、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、お
よび告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な
個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払
いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」お
よび「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関す
る所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
●お客さまのご契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参
考とさせていただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保
険会社＊および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下「保
険契約等」といいます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしく
は共済金等（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とす
ることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会と
の間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当社の保険契約等
に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
・保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保
険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、
保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
・社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約
等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人
生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等におい
て、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考
とさせていただくために利用されることがあります。

【登録事項】
（１）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・
郡までとします。）

（２）死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額（一括支払
による金額）

（３）入院給付金の種類および日額
（４）契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
（５）取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互
に照会することがあります。
＊「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名
につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.
or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」について
●保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いやご契約の解除等の判
断の参考とすることを目的として、お客さまのご契約内容等を利用させてい
ただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会
社＊、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会お
よび日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といい
ます。）とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断または保
険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取
消もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます。）の参考と
することを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生
命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報
を共同して利用しております。
・保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があ
った場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払
査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団
法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保
険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。相
互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名そ
の他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各
生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等に
よるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、そ
の他の目的のために利用されることはありません。

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係る
ものは除きます。
（１）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします）。
（２）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の
事項は、照会を受けた日から５年以内のものとします）。

（３）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者と
の続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

＊「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟
会社」をご参照ください。

医療保険CURE Lady（キュア・レディ）
無配当 医療保険（２００７）・女性入院特約（２００７）・
手術特約（２００７）・先進医療特約

＜２０１２年４月作成＞
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対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの
操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺など
の処置および神経ブロックは除きます。

手術の種類 手術の種類
§ 皮膚・乳房の手術
１ 植皮術（２５cm２未満は除く。）
２ 乳房切断術

５１卵管・卵巣観血手術（経腟的操作は除く。）
５２その他の卵管・卵巣手術

§ 内分泌器の手術
５３下垂体腫瘍摘除術
５４甲状腺手術
５５副腎全摘除術

§ 筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３ 骨移植術
４ 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５ 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６ 鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７ 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉
の処置に伴うものを除く。）

８ 脊椎・骨盤観血手術
９ 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。
筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）

§ 神経の手術
５６頭蓋内観血手術
５７神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減
圧術・開放術・捻除術。）

５８観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９脊髄硬膜内外観血手術

§ 感覚器・視器の手術
６０眼瞼下垂症手術
６１涙小管形成術
６２涙嚢鼻腔吻合術
６３結膜嚢形成術
６４角膜移植術
６５観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６虹彩前後癒着剥離術
６７緑内障観血手術
６８白内障・水晶体観血手術
６９硝子体観血手術
７０網膜剥離症手術
７１レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術
の開始日から６０日の間に１回の給付を限
度とする。）

７２眼球摘除術・組織充填術
７３眼窩腫瘍摘出術
７４眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正
手術および調節異常矯正手術は支払の対
象となりません。

§ 呼吸器・胸部の手術
１４慢性副鼻腔炎根本手術
１５喉頭全摘除術
１６気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７胸郭形成術
１８縦隔腫瘍摘出術

§ 循環器・脾の手術
１９観血的血管形成術（血液透析用外シャン
ト形成術を除く。）

２０静脈瘤根本手術
２１大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開
胸・開腹術を伴うもの。）

２２心膜切開・縫合術
２３直視下心臓内手術
２４体内用ペースメーカー埋込術
２５脾摘除術

§ 消化器の手術
２６耳下腺腫瘍摘出術
２７顎下腺腫瘍摘出術
２８食道離断術
２９胃切除術
３０その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１腹膜炎手術
３２肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３ヘルニア根本手術
３４虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５直腸脱根本手術
３６その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたも
ので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）

§ 感覚器・聴器の手術
７５観血的鼓膜・鼓室形成術
７６乳様洞削開術
７７中耳根本手術
７８内耳観血手術
７９聴神経腫瘍摘出術

§ 悪性新生物の手術
８０悪性新生物根治手術（ファイバースコー
プまたは血管・バスケットカテーテルによ
る手術は除く。）

８１悪性新生物温熱療法（施術の開始日から
６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８２その他の悪性新生物手術（ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテル
による手術は除く。）§ 尿・性器の手術

３８腎移植手術（受容者に限る。）
３９腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的
操作は除く。）

４０尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２陰茎切断術
４３睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４陰嚢水腫根本手術
４５子宮広汎全摘除術
４６子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
４７帝王切開娩出術
４８子宮外妊娠手術
４９子宮脱・腟脱手術
５０その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切
除術・人工妊娠中絶術を除く。）

§ 上記以外の手術
８３上記以外の開頭術
８４上記以外の開胸術
８５上記以外の開腹術
８６衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８７ファイバースコープまたは血管・バスケッ
トカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器
手術（検査・処置は含まない。施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

§ 新生物根治放射線照射
８８新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上
の照射で施術の開始日から６０日の間に１
回の給付を限度とする。）

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

１．がん （１）口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C００～C１４

（２）消化器の悪性新生物 C１５～C２６

（３）呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C３０～C３９

（４）骨および関節軟骨の悪性新生物 C４０～C４１

（５）皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 C４３～C４４

（６）中皮および軟部組織の悪性新生物 C４５～C４９

（７）乳房の悪性新生物 C５０

（８）女性生殖器の悪性新生物 C５１～C５８

（９）腎尿路の悪性新生物 C６４～C６８

（１０）眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 C６９～C７２

（１１）甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C７３～C７５

（１２）部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C７６～C８０

（１３）リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C８１～C９６

（１４）独立した（原発性）多部位の悪性新生物 C９７

（１５）上皮内新生物 D００～D０９

２．甲状腺
の疾患

（１６）良性新生物（D１０～D３６）中の
・甲状腺の良性新生物 D３４

（１７）甲状腺障害（E００～E０７）中の
・ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態
・無症候症ヨード欠乏性甲状腺機能低下症
その他の甲状腺機能低下症（E０３）中の
・薬剤およびその他の外因性物質による甲状腺機能低下症
・感染後甲状腺機能低下症
・甲状腺萎縮（後天性）
・粘液水腫性昏睡
・その他の明示された甲状腺機能低下症
・甲状腺機能低下症、詳細不明
・その他の非中毒性甲状腺腫
・甲状腺中毒症［甲状腺機能亢進症］
・甲状腺炎
その他の甲状腺障害（E０７）中の
・カルシトニンの分泌過剰
・その他の明示された甲状腺障害
・甲状腺障害、詳細不明

E０１
E０２

E０３．２
E０３．３
E０３．４
E０３．５
E０３．８
E０３．９
E０４
E０５
E０６

E０７．０
E０７．８
E０７．９

（１８）その他の内分泌腺障害（E２０～E３５）中の
他に分類される疾患における内分泌腺障害（E３５）中の
・他に分類される疾患における甲状腺障害 E３５．０

（１９）代謝障害（E７０～E９０）中の
治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの（E８９）中の
・治療後甲状腺機能低下症 E８９．０

３．乳房およ
び女性性
器疾患

（２０）乳房の障害 N６０～N６４

（２１）女性骨盤臓器の炎症性疾患 N７０～N７７

（２２）女性生殖器の非炎症性障害（ただし、人工授精に関連す
る合併症（N９８）は除く）

N８０～N９７

（２３）腎尿路生殖器系の処置後障害、他に分類されないもの
（N９９）中の
・（手）術後腟癒着
・子宮切除後腟（壁）脱
・処置後骨盤腹膜癒着
・腎尿路生殖器系のその他の処置後障害

N９９．２
N９９．３
N９９．４
N９９．８

４．妊娠、分
娩および
産じょく
の合併症

（２４）流産に終わった妊娠 O００～O０８

（２５）妊娠、分娩および産じょくにおける浮腫、たんぱく尿お
よび高血圧性障害

O１０～O１６

（２６）主として妊娠に関連するその他の母体障害 O２０～O２９

（２７）胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想さ
れる分娩の諸問題

O３０～O４８

（２８）分娩の合併症 O６０～O７５

（２９）分娩（ただし、単胎自然分娩（O８０）は除く） O８１～O８４

（３０）主として産じょくに関連する合併症 O８５～O９２

（３１）その他の産科的病態、他に分類されないもの（ただし、妊
娠、分娩および産じょくに合併するが他に分類される母
体の感染症および寄生虫症（O９８）は除く）

O９５～O９９

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

５．乳房また
は女性性
器の良性
新生物ま
たは性質
不詳の新
生物

（３２）良性新生物（D１０～D３６）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮のその他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物

D２４
D２５
D２６
D２７
D２８

（３３）性状不詳または不明の新生物（D３７～D４８）中の
・女性生殖器の性状不詳または不明の新生物
・腎尿路の性状不詳または不明の新生物

その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物（D４８）中の
・乳房

D３９
D４１

D４８．６

第５桁性状コード

／２………上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性

／３………悪性、原発部位
／６………悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９………悪性、原発部位又は転移部位の不詳

ご契約のしおり抜粋

１．主な保険用語のご説明
・主契約……………普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
・特約………………主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込

方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で
主契約に付加するもののことをいいます。

・保険契約者………当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利（契約内
容変更請求権など）と義務（保険料支払義務など）をもつ
人のことをいいます。

・被保険者…………保険の対象とされる人のことをいいます。
・給付金・一時金…被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いす

るお金のことをいいます。
・受取人……………給付金等を受け取る人のことをいいます。
・保険料……………保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のこと

をいいます。
・契約日……………通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、

契約年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の
払込方法（経路）によっては契約日と責任開始日が異なる
ことがあります。

・契約年齢…………契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社で
は満年齢で計算します。

・解約払戻金………保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻され
るお金のことをいいます。
※この保険は解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算
しています。

２．特に注意していただきたいことがら
■お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について
�申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて１５日以内であ
れば、お申込みの撤回または保険契約の解除（以下「お申込みの撤回等」と
いいます。）をすることができます。
この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息は
おつけしません。
�お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、当社の事務センターあて
に郵送してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、お申込
日、保険種類等を記載し、申込書に押印した契約者印を捺印のうえ、お申込
みの撤回等をする旨記載してください。
※書面の送付先
〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－２２－２０ 立川センタービル
オリックス生命保険株式会社 事務センター

�「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一
部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
�当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠
償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
�お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生
じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申
込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給
付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討く
ださるようお願いいたします。

■当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません
�当社の社員や生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カスタマーサービス
センターの担当者を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（保
障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等）を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。
■告知義務について
�告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴（傷
病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社が
おたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
�告知の方法について
当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご記入く
ださい。
■告知受領権について
�当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店、カスタマーサービスセンター

の担当者を含みます）には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんの
でご注意ください。
■正しく告知しなかった場合のデメリットについて
�告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについ
て、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正
しくないことを告知した場合には、責任開始日（復活日を含みます。以下同
じ。）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解
除することがあります。
・責任開始日から２年経過後でも、給付金等の支払事由または保険料の払込免除
事由が２年以内に生じていた場合には保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告
知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保
険契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行
為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた
事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め
られる場合には、当社は保険契約を解除することができます。
�給付金等をお支払いできないことがあります。
当社が保険契約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じてい
ても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払
込みを免除しません。
ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務
違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、給付金等をお支払い
するか、または保険料の払込みを免除することがあります。
�保険契約が解除された場合、解約の際にお支払いする払戻金があればその金
額を保険契約者にお支払いします。
�告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ
が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」
ことについて故意に告知しなかった場合、入院中に申込み（告知）した場合等、
詐欺による取消の規定により保険契約を取り消し、給付金等をお支払いしま
せん。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込ま
れた保険料は払い戻しません。

■詐欺による取消および不法取得目的による無効について
�つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料
は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺により保険契約の締結
または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に
取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行った場合
■現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお
申込みを検討されている方へ
�現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点につい
て、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あっ
てもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合
があります。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断り
する場合があります。

３．ご契約に際して
�申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記入してください。
記入内容を十分お確かめのうえ、署名・捺印をお願いいたします。
■保障の開始時期（責任開始）について
�保障はつぎの時から開始します。
口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第１回保険料から口座振替
により保険料を払込みいただく場合は、第１回保険料振替日から保険契約
上の責任を開始します。

・月払契約の契約日（契約年齢の基準日）は責任開始日の翌月１日となります。
・第２回以降の保険料は毎月２７日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第１回保険料充当金（第１回保険料を含みます。以下同じとします。）をクレ
ジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが
有効でかつ利用限度内であること等を確認（以下、「有効性等の確認」といい
ます。）できた時に第１回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時（告知前
にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時）から保険契
約上の責任を開始します。
※三大疾病治療一時金特約の責任開始については、「商品概要のご説明」を
ご参照ください。

■保険証券の送付について
�保険証券を送付します。
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることが
らが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込
みの内容と相違しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。
■特別条件付によるお引受けについて
�当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さまの身体の状態すな
わち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしてお
ります。
�以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。

【特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、当社が指定した特定部位について、不担保
期間中に疾病入院給付金、手術給付金、女性入院給付金または先進医療給
付金の支払事由に該当しても、お支払いしません。

４．ご契約後について
■保険料の払込方法について
�保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
�口座振替で払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に
開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に
振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべ
ての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】
翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は２か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
�クレジットカードにより払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じ
て、当社に保険料が払い込まれます。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者に
その旨通知しますので、保険料の払込方法（経路）の変更手続きを行っ
てください。

�保険料の払込方法の変更について
払込方法（経路）、回数（年払、半年払、月払）、振替口座または金融機関の
変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申
し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経
て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ
払い込んでください。
�保険料の前納について
契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいた
だくことを、保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
�保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法（回数）が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込
みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等＊１により、保険料の
払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料＊２のうち、保険料の払込みが不要となった日の
翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する
保険料期間＊３の末日までの月数に対応する保険料相当額
＊１保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。

＊２保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に

限ります。

＊３保険料期間とは、保険料の払込方法（回数）に応じて、それぞれの応当日からその翌応当

日の前日までの期間をいいます。

�保険契約者の変更について
法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。

手術特約（２００７）第２５条 対象となる手術

別表８ 対象となる女性特定疾病
�．対象となる女性特定疾病とは、平成１７年１０月７日総務省告示第１１４７号に基
づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD－１０ ２００３年版準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コー
ドに規定される内容によるものをいいます。

�．上記�において「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、厚生労働省
大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状
を表す第５桁コードが下記のものとします。

（注１）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記�に掲
げる疾病以外に新たに「がん」、「甲状腺の疾患」、「乳房および女性性
器疾患」、「妊娠、分娩および産じょくの合併症」または「乳房または
女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物」に分類された疾病が
あるときには、その疾病を対象となる女性特定疾病に含めます。

（注２）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学
第３版」において、新たな分類が施行された場合で、あらたに新生物
の性状を表す第５桁性状コードが悪性または上皮内新生物に分類され
た疾病があるときには、その疾病を対象となるがんに含めます。

お客さまへ
これは、保険契約にともなう大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」の抜粋ですので、必ずご一読ください。お申込みを受付けた後に、「ご契約の
しおり／約款」をお送りしますので、再度ご確認ください。お申付けいただければ事前にお送りします。また、当社のホームページ（http://www.orix.co.
jp/ins/）でも掲載しておりますので、ご確認ください。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問合せは オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部まで

� 0120-679-816 受付時間／９：００～２１：００（土曜日は１８：００まで 日曜日・祝日は休み）

お客さまの個人情報の取扱いについて

プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客さまの個
人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等
を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取扱
い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。

１．個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきま
す。なお、この利用目的の範囲を超えて取扱う場合、およびお客さまの個人
情報を第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同
意を頂いた上で行います。
（１）各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
（２）保険金・給付金等のお支払い
（３）当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、
維持管理

（４）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
（５）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
（６）その他保険に関連・付随する業務

２．個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報（氏
名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等）を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービ
スに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて
入手する方法があります。

３．個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つ
よう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏
えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱い
に関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。

４．個人情報の外部への提供
当社は、つぎの場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供し
ません。
（１）お客さまの同意を得ている場合
（２）法令に基づく場合
（３）お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
（４）上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委
託先等に提供する場合

（５）保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
（６）その他の正当な理由がある場合

５．個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業
務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さま
ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

【お問合せ窓口】
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各
種お問合わせは、下記窓口にて承っております。

オリックス生命保険株式会社
個人情報お問合せ窓口
TEL：０４２－５４８－５５７５（９：００～１７：００）
土日祝日、年末年始の休業日を除く

※このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店およ
び従業者等の個人情報を対象としていません。
※上記のグループ会社については、当社のホームページ
（http://www.orix.co.jp/ins/）でご確認いただくか、個人情報お問合せ窓
口へお問合せください。

機微（センシティブ）情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報の利用目的を業務の適
切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微（センシティブ）情報については、限定している目的以外では利用
しません。

再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社と保険契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に
分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約の
引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等お支払いに関する利用のため
に、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほ
か、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、お
よび告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な
個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払
いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」お
よび「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関す
る所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
●お客さまのご契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参
考とさせていただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保
険会社＊および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下「保
険契約等」といいます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしく
は共済金等（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とす
ることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会と
の間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当社の保険契約等
に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
・保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保
険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、
保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
・社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約
等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人
生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等におい
て、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考
とさせていただくために利用されることがあります。

【登録事項】
（１）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・
郡までとします。）

（２）死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額（一括支払
による金額）

（３）入院給付金の種類および日額
（４）契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
（５）取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互
に照会することがあります。
＊「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名
につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.
or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」について
●保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いやご契約の解除等の判
断の参考とすることを目的として、お客さまのご契約内容等を利用させてい
ただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会
社＊、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会お
よび日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といい
ます。）とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断または保
険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取
消もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます。）の参考と
することを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生
命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報
を共同して利用しております。
・保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があ
った場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払
査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団
法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保
険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。相
互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名そ
の他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各
生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等に
よるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、そ
の他の目的のために利用されることはありません。

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係る
ものは除きます。
（１）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします）。
（２）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の
事項は、照会を受けた日から５年以内のものとします）。

（３）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者と
の続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

＊「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟
会社」をご参照ください。

医療保険CURE Lady（キュア・レディ）
無配当 医療保険（２００７）・女性入院特約（２００７）・
手術特約（２００７）・先進医療特約

＜２０１２年４月作成＞

―１― ―２―

ダイレクト事業部
〒１６３‐０９２３ 東京都新宿区西新宿２‐３‐１ 新宿モノリス

―３― ―４― ORIX２０１１‐C‐４９５



対象となる手術は、下表のとおりとします。
「手術」とは治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの
操作を加えることをいい、下表の手術番号１～８８を指します。吸引、穿刺など
の処置および神経ブロックは除きます。

手術の種類 手術の種類
§ 皮膚・乳房の手術
１ 植皮術（２５cm２未満は除く。）
２ 乳房切断術

５１卵管・卵巣観血手術（経腟的操作は除く。）
５２その他の卵管・卵巣手術

§ 内分泌器の手術
５３下垂体腫瘍摘除術
５４甲状腺手術
５５副腎全摘除術

§ 筋骨の手術（抜釘術は除く。）
３ 骨移植術
４ 骨髄炎・骨結核手術（膿瘍の単なる切開は除く。）
５ 頭蓋骨観血手術（鼻骨・鼻中隔を除く。）
６ 鼻骨観血手術（鼻中隔弯曲症手術を除く。）
７ 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術（歯・歯肉
の処置に伴うものを除く。）

８ 脊椎・骨盤観血手術
９ 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術
１０四肢切断術（手指・足指を除く。）
１１切断四肢再接合術（骨・関節の離断に伴うもの。）
１２四肢骨・四肢関節観血手術（手指・足指を除く。）
１３筋・腱・靭帯観血手術（手指・足指を除く。
筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。）

§ 神経の手術
５６頭蓋内観血手術
５７神経観血手術（形成術・移植術・切除術・減
圧術・開放術・捻除術。）

５８観血的脊髄腫瘍摘出手術
５９脊髄硬膜内外観血手術

§ 感覚器・視器の手術
６０眼瞼下垂症手術
６１涙小管形成術
６２涙嚢鼻腔吻合術
６３結膜嚢形成術
６４角膜移植術
６５観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術
６６虹彩前後癒着剥離術
６７緑内障観血手術
６８白内障・水晶体観血手術
６９硝子体観血手術
７０網膜剥離症手術
７１レーザー・冷凍凝固による眼球手術（施術
の開始日から６０日の間に１回の給付を限
度とする。）

７２眼球摘除術・組織充填術
７３眼窩腫瘍摘出術
７４眼筋移植術
※感覚器・視器の手術においては、屈折矯正
手術および調節異常矯正手術は支払の対
象となりません。

§ 呼吸器・胸部の手術
１４慢性副鼻腔炎根本手術
１５喉頭全摘除術
１６気管、気管支、肺、胸膜手術（開胸術を伴うもの。）
１７胸郭形成術
１８縦隔腫瘍摘出術

§ 循環器・脾の手術
１９観血的血管形成術（血液透析用外シャン
ト形成術を除く。）

２０静脈瘤根本手術
２１大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術（開
胸・開腹術を伴うもの。）

２２心膜切開・縫合術
２３直視下心臓内手術
２４体内用ペースメーカー埋込術
２５脾摘除術

§ 消化器の手術
２６耳下腺腫瘍摘出術
２７顎下腺腫瘍摘出術
２８食道離断術
２９胃切除術
３０その他の胃・食道手術（開胸・開腹術を伴うもの。）
３１腹膜炎手術
３２肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術
３３ヘルニア根本手術
３４虫垂切除術・盲腸縫縮術
３５直腸脱根本手術
３６その他の腸・腸間膜手術（開腹術を伴うもの。）
３７痔瘻・脱肛・痔核根本手術（根治を目的としたも
ので、処置・単なる痔核のみの手術は除く。）

§ 感覚器・聴器の手術
７５観血的鼓膜・鼓室形成術
７６乳様洞削開術
７７中耳根本手術
７８内耳観血手術
７９聴神経腫瘍摘出術

§ 悪性新生物の手術
８０悪性新生物根治手術（ファイバースコー
プまたは血管・バスケットカテーテルによ
る手術は除く。）

８１悪性新生物温熱療法（施術の開始日から
６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８２その他の悪性新生物手術（ファイバース
コープまたは血管・バスケットカテーテル
による手術は除く。）§ 尿・性器の手術

３８腎移植手術（受容者に限る。）
３９腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術（経尿道的
操作は除く。）

４０尿道狭窄観血手術（経尿道的操作は除く。）
４１尿瘻閉鎖観血手術（経尿道的操作は除く。）
４２陰茎切断術
４３睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術
４４陰嚢水腫根本手術
４５子宮広汎全摘除術
４６子宮頚管形成術・子宮頚管縫縮術
４７帝王切開娩出術
４８子宮外妊娠手術
４９子宮脱・腟脱手術
５０その他の子宮手術（子宮頚管ポリープ切
除術・人工妊娠中絶術を除く。）

§ 上記以外の手術
８３上記以外の開頭術
８４上記以外の開胸術
８５上記以外の開腹術
８６衝撃波による体内結石破砕術（施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

８７ファイバースコープまたは血管・バスケッ
トカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器
手術（検査・処置は含まない。施術の開始日
から６０日の間に１回の給付を限度とする。）

§ 新生物根治放射線照射
８８新生物根治放射線照射（５，０００ラド以上
の照射で施術の開始日から６０日の間に１
回の給付を限度とする。）

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

１．がん （１）口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C００～C１４

（２）消化器の悪性新生物 C１５～C２６

（３）呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C３０～C３９

（４）骨および関節軟骨の悪性新生物 C４０～C４１

（５）皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 C４３～C４４

（６）中皮および軟部組織の悪性新生物 C４５～C４９

（７）乳房の悪性新生物 C５０

（８）女性生殖器の悪性新生物 C５１～C５８

（９）腎尿路の悪性新生物 C６４～C６８

（１０）眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 C６９～C７２

（１１）甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 C７３～C７５

（１２）部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 C７６～C８０

（１３）リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 C８１～C９６

（１４）独立した（原発性）多部位の悪性新生物 C９７

（１５）上皮内新生物 D００～D０９

２．甲状腺
の疾患

（１６）良性新生物（D１０～D３６）中の
・甲状腺の良性新生物 D３４

（１７）甲状腺障害（E００～E０７）中の
・ヨード欠乏による甲状腺障害および類縁病態
・無症候症ヨード欠乏性甲状腺機能低下症
その他の甲状腺機能低下症（E０３）中の
・薬剤およびその他の外因性物質による甲状腺機能低下症
・感染後甲状腺機能低下症
・甲状腺萎縮（後天性）
・粘液水腫性昏睡
・その他の明示された甲状腺機能低下症
・甲状腺機能低下症、詳細不明
・その他の非中毒性甲状腺腫
・甲状腺中毒症［甲状腺機能亢進症］
・甲状腺炎
その他の甲状腺障害（E０７）中の
・カルシトニンの分泌過剰
・その他の明示された甲状腺障害
・甲状腺障害、詳細不明

E０１
E０２

E０３．２
E０３．３
E０３．４
E０３．５
E０３．８
E０３．９
E０４
E０５
E０６

E０７．０
E０７．８
E０７．９

（１８）その他の内分泌腺障害（E２０～E３５）中の
他に分類される疾患における内分泌腺障害（E３５）中の
・他に分類される疾患における甲状腺障害 E３５．０

（１９）代謝障害（E７０～E９０）中の
治療後内分泌および代謝障害、他に分類されないもの（E８９）中の
・治療後甲状腺機能低下症 E８９．０

３．乳房およ
び女性性
器疾患

（２０）乳房の障害 N６０～N６４

（２１）女性骨盤臓器の炎症性疾患 N７０～N７７

（２２）女性生殖器の非炎症性障害（ただし、人工授精に関連す
る合併症（N９８）は除く）

N８０～N９７

（２３）腎尿路生殖器系の処置後障害、他に分類されないもの
（N９９）中の
・（手）術後腟癒着
・子宮切除後腟（壁）脱
・処置後骨盤腹膜癒着
・腎尿路生殖器系のその他の処置後障害

N９９．２
N９９．３
N９９．４
N９９．８

４．妊娠、分
娩および
産じょく
の合併症

（２４）流産に終わった妊娠 O００～O０８

（２５）妊娠、分娩および産じょくにおける浮腫、たんぱく尿お
よび高血圧性障害

O１０～O１６

（２６）主として妊娠に関連するその他の母体障害 O２０～O２９

（２７）胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想さ
れる分娩の諸問題

O３０～O４８

（２８）分娩の合併症 O６０～O７５

（２９）分娩（ただし、単胎自然分娩（O８０）は除く） O８１～O８４

（３０）主として産じょくに関連する合併症 O８５～O９２

（３１）その他の産科的病態、他に分類されないもの（ただし、妊
娠、分娩および産じょくに合併するが他に分類される母
体の感染症および寄生虫症（O９８）は除く）

O９５～O９９

女性特定疾病
の種類

分類項目
基本分類
コード

５．乳房また
は女性性
器の良性
新生物ま
たは性質
不詳の新
生物

（３２）良性新生物（D１０～D３６）中の
・乳房の良性新生物
・子宮平滑筋腫
・子宮のその他の良性新生物
・卵巣の良性新生物
・その他および部位不明の女性生殖器の良性新生物

D２４
D２５
D２６
D２７
D２８

（３３）性状不詳または不明の新生物（D３７～D４８）中の
・女性生殖器の性状不詳または不明の新生物
・腎尿路の性状不詳または不明の新生物

その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物（D４８）中の
・乳房

D３９
D４１

D４８．６

第５桁性状コード

／２………上皮内癌
上皮内 非浸潤性 非侵襲性

／３………悪性、原発部位
／６………悪性、転移部位

悪性、続発部位
／９………悪性、原発部位又は転移部位の不詳

ご契約のしおり抜粋

１．主な保険用語のご説明
・主契約……………普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
・特約………………主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込

方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で
主契約に付加するもののことをいいます。

・保険契約者………当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利（契約内
容変更請求権など）と義務（保険料支払義務など）をもつ
人のことをいいます。

・被保険者…………保険の対象とされる人のことをいいます。
・給付金・一時金…被保険者に約款の定める支払事由が生じたときお支払いす

るお金のことをいいます。
・受取人……………給付金等を受け取る人のことをいいます。
・保険料……………保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のこと

をいいます。
・契約日……………通常は保険契約締結の際の責任開始日をいい、保険期間、

契約年齢などの計算基準日となります。ただし、保険料の
払込方法（経路）によっては契約日と責任開始日が異なる
ことがあります。

・契約年齢…………契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社で
は満年齢で計算します。

・解約払戻金………保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払い戻され
るお金のことをいいます。
※この保険は解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算
しています。

２．特に注意していただきたいことがら
■お申込みの撤回等（クーリング・オフ制度）について
�申込者または保険契約者は、お申込みの日からその日を含めて１５日以内であ
れば、お申込みの撤回または保険契約の解除（以下「お申込みの撤回等」と
いいます。）をすることができます。
この場合は、払い込んでいただいた金額を全額お返しします。ただし利息は
おつけしません。
�お申込みの撤回等は書面でのみ受け付けますので、当社の事務センターあて
に郵送してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、お申込
日、保険種類等を記載し、申込書に押印した契約者印を捺印のうえ、お申込
みの撤回等をする旨記載してください。
※書面の送付先
〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－２２－２０ 立川センタービル
オリックス生命保険株式会社 事務センター

�「特約のみのお申込みの撤回」「保険契約や特約の減額」など、お申込みの一
部の撤回または保険契約の一部の解除はできません。
�当社は、申込者または保険契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠
償、または違約金その他の金銭のお支払いを請求しません。
�お申込みの撤回等の書面を発信したときに保険金や給付金等の支払事由が生
じている場合には、お申込みの撤回等の効力は発生しません。ただし、お申
込みの撤回等の書面を発信したときに申込者または保険契約者が保険金や給
付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
※生命保険は長期にわたる契約ですから、お申込みに際しては十分ご検討く
ださるようお願いいたします。

■当社の生命保険募集人には保険契約締結の代理権はありません
�当社の社員や生命保険募集人（当社の生命保険代理店、カスタマーサービス
センターの担当者を含みます）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介（保
障の内容や申込手続きの説明、申込書類の取次ぎ等）を行う者で、保険契約
締結の代理権はありません。
■告知義務について
�告知とは
お申込みまたは復活などの際、保険契約者と被保険者から過去の傷病歴（傷
病名・治療期間等）、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など、当社が
おたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
�告知の方法について
当社所定の「告知書」に、事実をありのままに、正確に、もれなくご記入く
ださい。
■告知受領権について
�当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店、カスタマーサービスセンター

の担当者を含みます）には、告知を受ける権限がありません。
これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりませんの
でご注意ください。
■正しく告知しなかった場合のデメリットについて
�告知義務違反による保険契約の解除
・告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについ
て、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかった場合、または正
しくないことを告知した場合には、責任開始日（復活日を含みます。以下同
じ。）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」として保険契約を解
除することがあります。
・責任開始日から２年経過後でも、給付金等の支払事由または保険料の払込免除
事由が２年以内に生じていた場合には保険契約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告
知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社は保
険契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行
為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた
事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認め
られる場合には、当社は保険契約を解除することができます。
�給付金等をお支払いできないことがあります。
当社が保険契約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じてい
ても、お支払いしません。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払
込みを免除しません。
ただし、「給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」と「告知義務
違反の内容」に因果関係がないと確認された場合には、給付金等をお支払い
するか、または保険料の払込みを免除することがあります。
�保険契約が解除された場合、解約の際にお支払いする払戻金があればその金
額を保険契約者にお支払いします。
�告知義務違反の内容が特に重大な場合には、保険契約を取り消すことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治すことが非常に難しい、または死亡のおそれ
が極めて高い病気に現在かかっている」または「過去にかかったことがある」
ことについて故意に告知しなかった場合、入院中に申込み（告知）した場合等、
詐欺による取消の規定により保険契約を取り消し、給付金等をお支払いしま
せん。また、保険料の払込免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
※この場合、お支払いする解約払戻金はありません。また、すでに払い込ま
れた保険料は払い戻しません。

■詐欺による取消および不法取得目的による無効について
�つぎの場合には保険契約を取消または無効とし、すでに払い込まれた保険料
は払い戻しません。
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人の詐欺により保険契約の締結
または復活が行われた場合
・保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に
取得させる目的をもって保険契約の締結または復活を行った場合
■現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお
申込みを検討されている方へ
�現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点につい
て、保険契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、解約払戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。
特に、契約後短期間で解約したときの解約払戻金は、まったくないか、あっ
てもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合
があります。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断り
する場合があります。

３．ご契約に際して
�申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で記入してください。
記入内容を十分お確かめのうえ、署名・捺印をお願いいたします。
■保障の開始時期（責任開始）について
�保障はつぎの時から開始します。
口座振替の場合
・保険契約をお引受けすることが決定した後に、第１回保険料から口座振替
により保険料を払込みいただく場合は、第１回保険料振替日から保険契約
上の責任を開始します。

・月払契約の契約日（契約年齢の基準日）は責任開始日の翌月１日となります。
・第２回以降の保険料は毎月２７日に振り替えられます。
保険料の振替日が金融機関等の休業日の場合には翌営業日に振り替えられます。
クレジットカード払特約を付加した場合
第１回保険料充当金（第１回保険料を含みます。以下同じとします。）をクレ
ジットカードにより払込みいただく場合には、当社がクレジットカードが
有効でかつ利用限度内であること等を確認（以下、「有効性等の確認」といい
ます。）できた時に第１回保険料充当金を払い込んでいただいたものとします。
したがって、当社がクレジットカードの有効性等の確認をした時（告知前
にクレジットカードの有効性等の確認をしたときは告知の時）から保険契
約上の責任を開始します。
※三大疾病治療一時金特約の責任開始については、「商品概要のご説明」を
ご参照ください。

■保険証券の送付について
�保険証券を送付します。
保険契約が成立しますと保険証券を送ります。保険証券に書いてあることが
らが、お申込みの内容と相違していないかお確かめください。万一、お申込
みの内容と相違しているときは、すみやかに「カスタマーサービスセンター」
へご連絡ください。
■特別条件付によるお引受けについて
�当社では、保険契約者間の公平性を保つために、お客さまの身体の状態すな
わち給付金等のお支払いが発生するリスクに応じてお引受けの判断をしてお
ります。
�以下の条件を付けてお引受けする場合があります。
【特定障害不担保特約】
・視力障害を不担保とした場合
当社が指定した「視力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。
・聴力障害を不担保とした場合
当社が指定した「聴力障害」に該当した場合「保険料の払込免除」をしません。

【特定部位不担保】
この条件を付加した場合には、当社が指定した特定部位について、不担保
期間中に疾病入院給付金、手術給付金、女性入院給付金または先進医療給
付金の支払事由に該当しても、お支払いしません。

４．ご契約後について
■保険料の払込方法について
�保険料は払込期月中につぎの方法で当社へ払い込んでください。
�口座振替で払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
当社および当社が委託している振替代行会社が提携している金融機関等に
開設された保険契約者の指定の口座から、保険料が自動的に当社の口座に
振り替えられます。なお、複数の保険契約の指定口座が同一の場合、すべ
ての保険契約の保険料が合算されて振り替えられます。
【預金残高不足等の理由で振替えできなかった場合】
翌月の振替日につぎの金額を再度振り替えます。
・月払の保険契約は２か月分
・年払・半年払の保険契約は同一金額
�クレジットカードにより払い込んでいただく場合（年払、半年払、月払）
・クレジットカード払特約を付加した場合、クレジットカード会社を通じ
て、当社に保険料が払い込まれます。
・クレジットカードの有効性等の確認ができなかった場合、保険契約者に
その旨通知しますので、保険料の払込方法（経路）の変更手続きを行っ
てください。

�保険料の払込方法の変更について
払込方法（経路）、回数（年払、半年払、月払）、振替口座または金融機関の
変更を希望する場合は、すみやかに「カスタマーサービスセンター」へお申
し出ください。
払込方法の変更について申し出があった場合、当社は所定の事務手続きを経
て、新たな払込方法に変更します。
この場合、新たな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、直接、当社へ
払い込んでください。
�保険料の前納について
契約時または契約後に、将来の保険料をあらかじめまとめて払い込んでいた
だくことを、保険料の前納といいますが、現在は取扱いしておりません。
�保険料の払込みが不要となった場合の取扱いについて
保険料の払込方法（回数）が年払・半年払の保険契約の場合、保険料の払込
みが不要となったときは、つぎのような取扱いとなります。
・保険料を払い込んでいただいた後に、保険契約の消滅等＊１により、保険料の
払込みが不要となった場合は、つぎの額をお支払いします。
【お支払いする額】
すでに払い込まれた保険料＊２のうち、保険料の払込みが不要となった日の
翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する
保険料期間＊３の末日までの月数に対応する保険料相当額
＊１保険契約の消滅等には、保険契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。

＊２保険料の一部の払込みを要しなくなった場合は、その払込みを要しなくなった部分に

限ります。

＊３保険料期間とは、保険料の払込方法（回数）に応じて、それぞれの応当日からその翌応当

日の前日までの期間をいいます。

�保険契約者の変更について
法人、個人事業主への契約者変更は取扱いしておりません。

手術特約（２００７）第２５条 対象となる手術

別表８ 対象となる女性特定疾病
�．対象となる女性特定疾病とは、平成１７年１０月７日総務省告示第１１４７号に基
づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提
要ICD－１０ ２００３年版準拠」に記載された分類項目中、下記の基本分類コー
ドに規定される内容によるものをいいます。

�．上記�において「悪性新生物」または「上皮内新生物」とは、厚生労働省
大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学 第３版」中、新生物の性状
を表す第５桁コードが下記のものとします。

（注１）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統
計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記�に掲
げる疾病以外に新たに「がん」、「甲状腺の疾患」、「乳房および女性性
器疾患」、「妊娠、分娩および産じょくの合併症」または「乳房または
女性性器の良性新生物または性質不詳の新生物」に分類された疾病が
あるときには、その疾病を対象となる女性特定疾病に含めます。

（注２）上記�の厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類－腫瘍学
第３版」において、新たな分類が施行された場合で、あらたに新生物
の性状を表す第５桁性状コードが悪性または上皮内新生物に分類され
た疾病があるときには、その疾病を対象となるがんに含めます。

お客さまへ
これは、保険契約にともなう大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」の抜粋ですので、必ずご一読ください。お申込みを受付けた後に、「ご契約の
しおり／約款」をお送りしますので、再度ご確認ください。お申付けいただければ事前にお送りします。また、当社のホームページ（http://www.orix.co.
jp/ins/）でも掲載しておりますので、ご確認ください。ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

お問合せは オリックス生命保険株式会社 ダイレクト事業部まで

� 0120-679-816 受付時間／９：００～２１：００（土曜日は１８：００まで 日曜日・祝日は休み）

お客さまの個人情報の取扱いについて

プライバシーポリシーについて
オリックス生命保険株式会社（以下「当社」といいます。）は、お客さまの個
人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律、その他の諸法令等
を遵守すべく、従業者等に対する教育・指導を徹底し、個人情報を適正に取扱
い、安全性・正確性・機密性の確保に努めてまいります。

１．個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、次の目的の範囲内で利用させていただきま
す。なお、この利用目的の範囲を超えて取扱う場合、およびお客さまの個人
情報を第三者へ提供する場合は、原則として書面によりお客さまご本人の同
意を頂いた上で行います。
（１）各種保険契約のお引受け・ご継続・維持管理
（２）保険金・給付金等のお支払い
（３）当社、グループ会社・提携会社の各種商品・サービスのご案内・提供、
維持管理

（４）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知、再保険金の請求
（５）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
（６）その他保険に関連・付随する業務

２．個人情報の取得
当社は、上記利用目的に必要な範囲内で適法・適切な手段により個人情報（氏
名・生年月日・住所・性別・電話番号・職業・健康状態等）を取得します。
主な取得方法としては、保険契約申込書等による入手や、各種商品・サービ
スに関する資料をご請求いただいた際に、電話・その他通信媒体等を通じて
入手する方法があります。

３．個人情報の管理
当社は、お客さまの個人情報の管理にあたっては正確かつ最新の内容に保つ
よう努めます。
また、個人情報への不正なアクセス、および個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏
えい等の防止のため、各種安全管理措置を講じるとともに、個人情報の取扱い
に関する方針や規定等を継続的に見直し、必要に応じて適宜改善を行います。

４．個人情報の外部への提供
当社は、つぎの場合を除いて、保有するお客さまの個人情報を外部へ提供し
ません。
（１）お客さまの同意を得ている場合
（２）法令に基づく場合
（３）お客さま、または公共の利益のために必要であると考えられる場合
（４）上記利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委
託先等に提供する場合

（５）保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
（６）その他の正当な理由がある場合

５．個人情報の開示・訂正等
当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正等のご請求があった場合は、業
務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さま
ご本人であることの確認を行った上で、適切に対応させていただきます。

【お問合せ窓口】
個人情報の開示・訂正等に関するご請求や、個人情報の取扱いに関する各
種お問合わせは、下記窓口にて承っております。

オリックス生命保険株式会社
個人情報お問合せ窓口
TEL：０４２－５４８－５５７５（９：００～１７：００）
土日祝日、年末年始の休業日を除く

※このプライバシーポリシーにおける個人情報については、当社の代理店およ
び従業者等の個人情報を対象としていません。
※上記のグループ会社については、当社のホームページ
（http://www.orix.co.jp/ins/）でご確認いただくか、個人情報お問合せ窓
口へお問合せください。

機微（センシティブ）情報の取扱いについて
当社は、医療・健康情報等の機微（センシティブ）情報の利用目的を業務の適
切な運営の確保その他必要と認められるものに限定しています。
また、機微（センシティブ）情報については、限定している目的以外では利用
しません。

再保険における個人情報の取扱いについて
当社では、当社と保険契約者との間の保険契約について、引受リスクを適切に
分散するために再保険を行うことがあり、再保険会社における当該保険契約の
引受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等お支払いに関する利用のため
に、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほ
か、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、お
よび告知内容、検診内容等の健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な
個人情報を当社が再保険会社に提供することがあります。

他の生命保険会社等との保険契約等に関する個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払
いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」お
よび「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関す
る所定の情報を特定の者と共同して利用しております。

「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
●お客さまのご契約内容が登録され、ご契約のお引受けやお支払いの判断の参
考とさせていただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保
険会社＊および全国共済農業協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」と
いいます。）とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加（以下「保
険契約等」といいます。）のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしく
は共済金等（以下「保険金等」といいます。）のお支払いの判断の参考とす
ることを目的として、「契約内容登録制度」（全国共済農業協同組合連合会と
の間では「契約内容照会制度」といいます。）に基づき、当社の保険契約等
に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
・保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保
険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、
保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
・社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約
等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人
生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等におい
て、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考
とさせていただくために利用されることがあります。

【登録事項】
（１）保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所（市・区・
郡までとします。）

（２）死亡保険金額、災害死亡保険金額および収入保障年金の現価額（一括支払
による金額）

（３）入院給付金の種類および日額
（４）契約日、復活日、復旧日、増額日および特約の中途付加日
（５）取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互
に照会することがあります。
＊「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名
につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.
or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。

「支払査定時照会制度」について
●保険金、年金または給付金のご請求に際し、お支払いやご契約の解除等の判
断の参考とすることを目的として、お客さまのご契約内容等を利用させてい
ただくことがあります。
・当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会
社＊、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会お
よび日本コープ共済生活協同組合連合会（以下「各生命保険会社等」といい
ます。）とともに、保険金、年金もしくは給付金のお支払いの判断または保
険契約もしくは共済契約等（以下「保険契約等」といいます。）の解除、取
消もしくは無効の判断（以下「お支払い等の判断」といいます。）の参考と
することを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生
命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報
を共同して利用しております。
・保険金、年金または給付金（以下「保険金等」といいます。）のご請求があ
った場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払
査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団
法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保
険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対
し、情報を提供すること（以下「相互照会」といいます。）があります。相
互照会される情報は下記の相互照会事項に限定され、ご請求に係る傷病名そ
の他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各
生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等に
よるお支払い等の判断の参考とするために利用されることがありますが、そ
の他の目的のために利用されることはありません。

【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後５年を経過した契約に係る
ものは除きます。
（１）被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市・区・郡までとします）。
（２）保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の
事項は、照会を受けた日から５年以内のものとします）。

（３）保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者と
の続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金
額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

＊「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、
社団法人生命保険協会ホームページ（http://www.seiho.or.jp/）の「加盟
会社」をご参照ください。

医療保険CURE Lady（キュア・レディ）
無配当 医療保険（２００７）・女性入院特約（２００７）・
手術特約（２００７）・先進医療特約

＜２０１２年４月作成＞
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